
総
務
省

○

告
示
第
二
号

財
務
省

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
省

大
蔵
省

令
（
昭
和
四
十
四
年

令
第
一
号
）
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
及
び

自
治
省

財
務
大
臣
が
定
め
る
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

麻
生

太
郎

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

一

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

政
府
と
の
間
の
条
約
第
二
十
二
条
１
、
２
及
び
４

二

所
得
及
び
譲
渡
収
益
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
グ
レ
ー

ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
条
約
第
二
十
二
条
１
、
３
、
５
及
び
６

三

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国

政
府
と
の
間
の
条
約
第
二
十
二
条
の
Ａ
１
、
３
、
５
及
び
６
並
び
に
同
条
約
の
議
定
書
６
Ａ
⒜
（
同
議
定
書
６
Ａ
⒜

の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
同
条
約
第
十
条
３
又
は
第
十
一
条
３
の
規
定
に
基
づ
き
租
税
の
免
除
を
受
け
る
場
合
に
限
る

。
）



四

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の

間
の
条
約
第
二
十
三
条
１
、
４
及
び
５

五

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
オ
ラ
ン
ダ
王
国
と
の
間

の
条
約
第
二
十
一
条
１
、
３
及
び
５
か
ら
７
ま
で

六

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の
間
の
条
約
第
二
十
二
条
の
Ａ

１
、
３
及
び
５
か
ら
７
ま
で

七

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と

の
間
の
条
約
第
十
条
３
⒜
か
ら
⒞
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
１
、
４
及
び
５

八

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
間

の
条
約
第
二
十
一
条
の
Ａ
１
、
３
、
５
及
び
６

九

所
得
に
対
す
る
租
税
及
び
あ
る
種
の
他
の
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止

の
た
め
の
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
第
二
十
一
条
１
、
３
、
５
及
び
６

十

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
並
び
に
脱
税
及
び
租
税
回
避
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
ラ
ト

ビ
ア
共
和
国
と
の
間
の
条
約
第
二
十
二
条
１
、
３
、
５
及
び
６


